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平成 26 年度概算要求の概要 
 

社会・援護局(社会） 

 
 

 平成26年度概算要求額 
 

 平成25年度当初予算額 
 

  差   引                  
 

※ 

３兆  １９０億円  
 

２兆９,２９０億円  
 

９００億円  
（対前年度伸率 ３．１％） 

 
 ※ 新しい日本のための優先課題推進枠及び東日本大震災復興特別会計に係る要求額を含む。 

 

主要事項 
 
 ○ 生活保護費負担金     ２兆８，２２４億円 → ２兆９，０２５億円 
 
 ○ セーフティネット支援対策等事業費補助金               ３１２億円 
                                                      （うち、推進枠１３２億円） 

 

新しい日本のための優先課題推進枠 
 
 ○ 生活困窮者等に対する支援体制の整備          １６２億円 
 

       新たな生活困窮者支援制度の導入に向けた取組       １４７億円 
  
       子どもの貧困対策支援の充実等（「貧困の連鎖」の防止）   １２億円 
 
       地域生活定着促進事業の拡充                 １億円 
 
       ひきこもりサポーター養成研修、派遣事業の拡充        ２億円 
 
 ○ 生涯現役社会の実現に向けた環境整備             ２億円 

 

東日本大震災復興特別会計 
 
 
 ○ 寄り添い型相談支援事業の実施                   ５億円 
 
 ○ 被災地における福祉・介護人材確保対策           ２億円 
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Ⅰ 国民の信頼に応えた生活保護制度の構築 

 

 １ 生活保護費          ２兆９，３２６億円 
 
 

（１）保護費負担金                    ２兆９，０２５億円 
 
生活保護を必要としている人に対して適切に保護を行うため、生活保護制度に係る国

庫負担に要する経費を確保する。 
これに併せ、不正受給対策の徹底、後発医薬品の使用の原則化を含む医療扶助の適正

化や、生活保護受給者を含めた生活困窮者の自立・就労支援などを強化するための生活
困窮者対策に総合的に取り組む。 

 
 

（２）保護施設事務費負担金                                   ２８１億円 
 

保護施設の運営に必要な経費を負担する。 

 

（３）生活保護指導監査委託費                                   ２０億円 
 

 
 

 
 ２ セーフティネット支援対策等事業費補助金        ３１２億円 
                                              （うち、推進枠１３２億円） 

 

新たな生活困窮者支援の仕組みを先行的に実施する自治体を拡大するとともに、生活

保護世帯の親子への養育相談・学習支援や子どもの居場所づくりを推進するなど、生活

困窮者等に対する早期支援や貧困の連鎖防止対策を総合的に実施する。 

なお、従来からの事業については、事業の目的を効果的かつ効率的に達成するよう見

直しを進めていく。 

 

○ 子どもの貧困対策支援の充実等（「貧困の連鎖」の防止）        ３２億円 

                                                （うち、推進枠１２億円） 

 

① 子どもの貧困対策支援の充実（「貧困の連鎖」の防止）       ２５億円 

                                               （うち、推進枠５億円） 
 

「貧困の連鎖」の防止を図るため、生活保護世帯の親子への養育相談・学習支援
や子どもの居場所づくりを推進する。 

 

② 就労自立給付金創設に伴うシステム改修経費【新規】     ７億円（推進枠） 
 

就労自立給付金の創設に伴い自治体のシステム改修への支援を行う。 
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Ⅱ 生活困窮者の自立・就労支援等の推進 

 

 生活困窮者等に対する支援体制の整備  ２３２億円（うち、推進枠１６２億円） 
 

生活困窮者等に対する早期支援や貧困の連鎖防止対策などを総合的に実施することによ
り、再チャレンジができる環境を整える。 

 
（１）新たな生活困窮者支援制度の導入に向けた取組 １７７億円（うち推進枠１４７億円） 

 
 ⅰ）生活困窮者自立促進モデル事業の拡充     １１５億円（うち推進枠 ８５億円） 

新たな生活困窮者支援を先行的に実施するための「生活困窮者自立促進支援モデル
事業」の実施か所数を大幅に拡充する。 

  
   ⅱ）自治体における施行準備事務への支援【新規】               ３０億円（推進枠） 

地域における生活困窮者や社会資源の実態把握、利用手続き等に関する事務処理体
制の整備など、一時的に発生する自治体の事務負担への支援を行う。 

 
   ⅲ）相談支援に従事する相談支援員等の養成研修の実施【新規】 ４５百万円（推進枠） 
     生活困窮者が抱える複合的な課題の評価・分析、自立支援計画の策定、地域の社会

資源のネットワーク構築などの高い支援技術を有する人材を全国において計画的に養
成するため、国において研修を実施する。 

 
   ⅳ）統計システムの開発【新規】               ７０百万円（推進枠） 
     制度の実施に関して基礎的なデータを把握するための「生活困窮者自立支援統計シ

ステム」を国において開発する。 
 
   ⅴ）緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策拡充等支援事業分）の延長・積み増し 
                                  ３０億円（推進枠） 
     新たな生活困窮者支援制度の導入に向け、引き続き住宅支援給付事業等の実施によ

り低所得者等のセーフティネットを確保していく必要があることから、平成 25年度
末までとなっている当該基金の終期を１年延長するとともに、必要な積み増しを行う。 

 
   ⅵ）相談支援体制強化事業の実施（民生委員活動の環境整備(保険制度の創設)）【新規】

                                            ８７百万円（推進枠） 
     新たな生活困窮者支援制度における地域支援の重要な担い手である民生委員の保険

制度を創設し、安心して活動を行える環境を整備する。 
 
（２）子どもの貧困対策支援の充実等（「貧困の連鎖」の防止）（再掲）     ３２億円 

                                                （うち、推進枠１２億円） 
 

（３）地域生活定着促進事業の拡充           １３億円（うち推進枠７８百万円） 
地域生活定着支援センターの業務量に応じた職員の増を図るとともに、業務遂行能力

向上のための全国研修等を実施するセンターに対し、その実施に要する費用を加算する
ことにより、各センターの支援能力の向上を図る。 

 
（４）ひきこもりサポーター養成研修、派遣事業の拡充 

１０億円（うち推進枠１８４百万円） 
都道府県・指定都市により、ひきこもりサポーターのステップアップ研修等を実施す

るとともに、市区町村の実施するひきこもりサポーター派遣事業を拡充する。 
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Ⅲ 「社会的包容力」の構築 

 

１ ひきこもりサポーター養成研修、派遣事業の拡充（再掲）     
          １０億円（うち推進枠１８４百万円） 

  

 ２ 寄り添い型相談支援事業の実施                     

【セーフティネット支援対策等事業費補助金 312 億円の内数】 

 
生きにくさや暮らしにくさを抱える人がいつでもどこでも相談ができ、誰でも適切な

支援を迅速に受けられるようにするため、問題を抱える人の悩みを傾聴し、支援機関の
紹介や必要に応じた寄り添い支援等を行う。 
（東日本大震災被災３県では被災者支援として別途実施） 

 

 

Ⅳ 東日本大震災の復興支援 

 

 １ 寄り添い型相談支援事業の実施（被災地実施分）       ５億円 
 

東日本大震災発災後、被災地で生きにくさや暮らしにくさを抱える人がいつでもどこ
でも相談ができ、誰でも適切な支援を迅速に受けられるようにするため、問題を抱える
人の悩みを傾聴し、支援機関の紹介や必要に応じた寄り添い支援等を行う。 

 
 
 ２ 被災地における福祉・介護人材確保対策【新規】       ２億円 
 

福祉・介護人材不足が深刻化している福島県の事情を踏まえ、新規就労者等に対して、

就職支度金や住宅手当を支給することにより人材の参入を促進し、福祉・介護人材の確

保を図る。 
 

 

Ⅴ 地域福祉の増進 

 

生涯現役社会の実現に向けた環境整備（世代を超えたボランティア活動等の
推進）【新規】          ２億円（推進枠） 

 
企業への働きかけにより、退職前からボランティア活動への参加を促進するとともに、

定年等により現役を引退した後も、地域社会で「居場所」と「出番」を得られる仕組みを
構築し、生涯現役社会の実現に向けた環境整備をモデル的に実施する。 

 
（注）生涯現役社会の実現に向けた環境整備のため、職業安定局（生涯現役社会実現プ

ラットフォーム事業（仮称）、生涯現役社会活躍応援事業）、老健局（地域高齢者
社会参加推進等モデル事業）及び社会・援護局（世代を超えたボランティア活動等
の推進）の事業を一体的に実施（「高齢者の活躍推進（要求額：58 億円）」） 



－ 5 － 

 

Ⅵ 経済連携協定の円滑な実施（外国人介護福祉士候補者への支援) 

 

 １ 外国人看護師・介護福祉士受入支援事業                ７３百万円 
 

経済連携協定（ＥＰＡ）に基づき入国する外国人介護福祉士候補者について、平成 26
年度より、インドネシア及びフィリピンに加え、ベトナムからの受け入れを開始すること
に伴い、その円滑かつ適正な受け入れのため、介護導入研修を行うとともに受入施設に対
する巡回指導・相談及び受入施設の研修担当者に対する説明会等を行う。 

 

２ 外国人介護福祉士候補者に対する学習支援の実施  

（１）外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業の実施  

【セーフティネット支援対策等事業費補助金312億円の内数】  

   外国人介護福祉士候補者を受け入れた個々の施設が実施する日本語や介護分野の専門知

識等の学習及び学習環境の整備に対する支援を行う。 

 

（２）外国人介護福祉士候補者学習支援事業の実施         １０６百万円 

 

 

Ⅶ 福祉・介護人材確保対策の推進 

 

 １ 被災地における福祉・介護人材確保対策【新規】（再掲）   ２億円 

 

 ２ 都道府県喀痰吸引等研修事業 
 

【セーフティネット支援対策等事業費補助金 312 億円の内数】 
 
     介護保険施設や障害者関係事業所等で喀痰吸引等業務を行う介護職員等を養成する

ため、都道府県が行う研修を支援する。 
 
 ３ 社会事業学校経営委託費等                 ３８１百万円 

   
障害者基本法等の趣旨を踏まえ、日本社会事業大学における障害を持つ学生の受入

のための環境整備の充実を図る。 
 
 

４ 福祉人材の確保及び指導的福祉人材の養成等        １０７百万円 

     福祉分野の求人・求職情報の収集・提供等による人材確保の推進や、社会福祉事業
従事者の福利厚生の向上及び福祉関係職員等に対する研修による資質向上を図る。 
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Ⅷ 社会福祉施設等に対する支援 

 

 １ 独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付事業等 
 
  （１）貸付枠の確保 
     ・資金交付額     ４，３２７億円 
         ・福祉貸付      ２，７５２億円 
         ・医療貸付      １，５７５億円 
 
 
  （２）福祉貸付事業における貸付条件の改善等 
 

・社会福祉法人の経営高度化に対する融資支援 
・賃借による施設開設資金等に対する無担保貸付制度の拡充 
・介護基盤の整備に係る融資条件の優遇措置           等 

 
 ２ 社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補助金           ２５０億円 
 
    社会福祉施設の職員等が退職した場合に当該退職職員に対し退職手当金を支給するた

めに要する経費を補助する。 

 

 ３ 社会福祉振興助成費補助金                      １４億円 
 
    政策動向や国民ニーズを踏まえ、高齢者・障害者が自立した生活を送れるよう、また、

子どもたちが健やかに安心して成長できるよう支援することを目的に、民間の創意工
夫ある事業に対し助成を行う。 

 
 
４ 災害福祉広域支援ネットワークの構築支援事業        事項要求 

【セーフティネット支援対策等事業費補助金 312 億円の内数】 
大規模災害時には行政と民間が一体的に取り組む必要があることから、都道府県内の

災害福祉支援体制の検討・構築や災害福祉支援チームの組成、平時からの訓練等に必要
な経費を補助する。 

 

 ５ 社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金（基金）             
 

平成 25 年度をもって終了する社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金（基金）の取
扱いについては、今後の予算編成過程において検討する。 
 
 

Ⅸ 社会福祉法人制度の見直し等 
  

社会福祉法人制度検証事業委託費【新規】          ５７百万円
             

社会福祉法人制度の見直しの検討を行うに当たって、全国の社会福祉法人の運営及び財務
状況の現状把握・分析を行うための所要額を確保する。 
 
※ (独)福祉医療機構による社会福祉法人の経営高度化に対する支援 

独立行政法人福祉医療機構による融資先法人への経営支援の充実や、社会福祉法人の合
併等経営の高度化に対する融資の充実を図る。 



生活困窮者自立促進支援モデル事業の実施箇所数の拡充（事項要求）

○ 新たな生活困窮者支援制度については、平成27年度から施行予定であることを踏まえ、平成25年度から実
施している「生活困窮者自立促進支援モデル事業」の実施箇所数を大幅に拡充し、全国で先行的にこれらの
取組を展開していくことを通じて、新制度施行に向けた各自治体の体制整備を着実に進める。

【自立相談支援モデル事業】（必須事業）

○ 生活困窮者を早期に把握、早期
に支援

○ 生活困窮者の抱える課題を評価、
分析し、ニーズを把握

○ ニーズに応じた支援が行われる
よう自立支援計画を作成

○ 地域ネットワークの強化など地
域づくり

【就労準備支援モデル事業】（任意事業）
○ 一般就労に必要な知識・技能を習得するため
の生活訓練、社会訓練等を実施。

【「就労訓練事業の推進」モデル事業】（任意事業）
○ 直ちに一般就労が困難な者に対して軽易な作
業の機会を提供する、いわゆる「中間的就労」
の場の育成・確保のための取組を実施。

【家計相談支援モデル事業】（任意事業）
○ 家計収支に関する課題の評価・分析を行い、
家計表の作成など、家計に関するきめの細かい
相談支援を実施。

【学習支援その他地域の実情に応じた事業】（任意事業）

【連携すべき他の施策】
○ 住宅支援給付
○ ハローワークによる就労支援
○ 地域若者サポートステーション 等

【福祉事務所設置自治体】
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平成25年度においては、
68自治体で実施予定。

（平成25年8月6日現在）

平成27年度には900自治体で一
部の事業の実施が義務付けられる
ことを踏まえ、平成26年度において
は、都道府県、政令市、中核市及
び人口規模の大きい市部で実施。

（目）セーフティネット支援対策等事業費補助金115億円【うち推進枠85億円】（平成25年度予算額：30億円、補助率：定額）

実施箇所数の拡充

相談

1

民間委託可

※ 他の事業も同様



生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策事業の創設（事項要求）

○ 新たな生活困窮者支援制度が施行されれば、実施主体となる福祉事務所設置自治体（900自治体）において、
自立相談支援事業等の一部の事業の実施が義務付けられることから、地域における生活困窮者や社会資源
の実態把握、利用手続等に係る事務処理体制の整備など、新制度の施行に向け、一時的に発生する自治体
の事務を支援する。

（目）セーフティネット支援対策等事業費補助金30億円【推進枠】（補助率：定額）

【福祉事務所設置自治体】

新制度が施行されれば、900
自治体で自立相談支援事業
等の一部の事業の実施が義
務付け。
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① 関係団体からなる連絡会議を行い、施行に向け
た課題を整理

② 制度利用者向けのわかりやすいパンフレットを
作成・配布

③ 生活困窮者の実態調査を通じて、地域の中で必
要な事業内容、事業量を検討

④ 施行準備に係る事務負担の増加に対応した臨時
雇職員の配置

⑤ 中間的就労事業者開拓員を配置し、民間事業者
に対する説明会や受入希望事業者への個別訪問を
行うことにより、中間的就労事業者の参入を促進。

⑥ その他上記以外で施行準備のために新たに必要
となる費用

次
の
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
治
体
事
務
の
負
担
を
軽
減
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生活困窮者自立支援統計システム開発委託費

○ 現状、生活保護の手前の段階にある生活困窮者の網羅的なデータは存在しないことから、新制度を円滑に
運営するためには、生活困窮者の状況やそれに応じた支援の実施状況、支援効果等を把握し、これらの客観
的なエビデンスを踏まえ、最大限効果的な運用を行っていくことが必要である。
○ このため、制度の実施状況に関して基礎的なデータを把握するための「生活困窮者自立支援統計システム」
の開発を行う。

（目）公的扶助資料調査費70,000千円【推進枠】

【自立相談支援事業者】 【福祉事務所設置自治体】
（900自治体）

【生活困窮者統計システム】 【厚生労働省】

アセスメントシートの
入力

相談者データ作成
相談者データの
精査・取込

自治体・事業者
情報の入力

統計ＤＢ

（統計資料）

データの検索

統計資料作成

相談者の状況や支援内容
など

人口、被保護世帯数など

LGWAN（自治体との専用回線）を
活用したデータのやりとり

Excel形式のアセスメント
シートの入力により、自
動的にデータが作成

年齢別、性別、世帯別等での
追加検索ができるようにする

統計システムの構築を通じて、制
度の実施状況の把握が容易にな
ることにより、実施状況の評価や
迅速な制度改正等が可能に。

3

【現時点の「生活困窮者自立支援統計システム」のイメージ】



研
修
実
施
機
関

【生活困窮者自立支援制度人材養成研修のイメージ】

○ 主任相談支援員、相談支援員等職種ごとの研修体系を整備。
○ 平成26年度においては、中央で職種ごとに各１回程度の研
修を実施。

○ 研修内容は、生活困窮者支援の理念や目的、自立相談支援
事業の実施プロセス、生活困窮者に対するアセスメント・プ
ランニング技術などを想定。

生活困窮者自立支援制度人材養成研修事業

○ 新制度においては、生活困窮者が抱える複合的な課題を的確に評価・分析し、自立支援計画を策定す
るとともに、必要に応じて関係機関とも連携しながら包括的かつ継続的な相談支援を行うほか、地域
における社会資源のネットワークを構築するなど、地域づくりも行うことが必要となる。
○ このため、新制度を円滑に施行し、効果を上げるためには、こうした高い支援技術を有する人材を
全国で確保することが必要であることから、当面、国が計画的に均質な内容の研修を実施することに
より、質の高い人材の確保を進めて行く。

本省費 45,078千円【推進枠】

国委託

【都道府県】

自
立
相
談
支
援
事
業
実
施
予
定
事
業
者

研修受講希望者の取りまとめ研修受講希望者名簿の登録

修了者名簿の登録・管理
修了証の発行

研修受講

【相談支援員等として従事する者】
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